
第26回 予防接種（2021年5月11日 日本経済新聞掲載） 「健やか情報」ページに戻るトップページに戻る

＜ 正解 Ⅲ ヒヒブ（インフルエンザ菌b型）＞

クイズの解説

予防接種には、予防接種法に基づき公的負担で受けられる定期接種と必要な状況に応じて接種できる任意接種があります。
予防接種法に基づく定期接種は、病気ごとに定められた接種期間（予防接種スケジュール）があり、母親から受け継いだ免疫
力が薄れてくる時期や病気にかかりやすい年齢、重症化しやすい年齢を考慮して定められているので、できるだけ適切な期間内
（定期接種であれば自治体から案内される期間）に接種することが大切です。

ワクチンには「注射生ワクチン」「経口生ワクチン」「不活化ワクチン」の３種類があります。接種時期については「異なる種類のワク
チンを接種する際の接種間隔のルール（厚生労働省HP）」も参考にしてください。「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔
をおかなければ「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。しかし、それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接
種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました（2020年10月1日より）。

生後２か月から予防接種がはじまり、特に乳児期においては、多くのワクチン接種が複数回必要です。1回の受診で2種類以
上の予防接種を同時に同じ接種者に対して行うことを同時接種といい、「各ワクチンの接種率向上（接種忘れがなくなる）」、
「子どもたちがワクチンで予防される感染症から早期に守られる」、「保護者の時間的負担が軽減する」観点から、日本小児科学
会は、”ワクチンの同時接種は、日本の子どもたちをワクチンで予防できる病気から守るために必要な医療行為”としています。次の
接種のスケジュールを立てる際など、必要な場合はかかりつけ医と相談してみましょう。

また、「予防接種をうっかり受け忘れてしまった！」なんてこともあるかもしれません。接種期間を過ぎた定期接種については各自
治体で対応が異なりますので、定期接種のうち未接種のワクチンがあれば、一度、市町村の保健センターに相談してみましょう。
すべてが大切な予防接種です。可能な限り、必要なすべてのワクチンを早期に接種できるとよいですね。

予防接種スケジュールを参考にワクチン接種を受け、子どもを感染症から守りましょう。

予防接種スケジュールの例 （2021年4月1日現在）

厚生労働省：母子健康手帳について（任意様式）より抜粋 ➤ ※丸囲み数字（①、②など）は、ワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。
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